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開
発
許
可
の
権
限
が

市
に
移
譲
さ
れ
ま
す

　
４
月
よ
り
都
市
計
画
法
で
規
定

す
る
開
発
許
可
に
関
す
る
事
務
が

県
か
ら
移
譲
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
掲
げ
る
事
務
な
ど
は
、
市

が
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

市
が
行
う
主
な
事
務

・
開
発
行
為
に
対
す
る
許
可

・ 

工
事
完
了
公
告
前
に
お
け
る
建

築
等
の
承
認

・
開
発
登
録
簿
の
写
し
の
交
付

・ 

開
発
行
為
ま
た
は
建
築
に
関
す

る
証
明
書（
60
条
証
明
）の
交
付

基
準
日

　
４
月
１
日
以
降
に
行
う
申
請
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

　
既
に
開
発
許
可
を
受
け
て
い
る

開
発
行
為
に
つ
い
て
も
、
そ
の
後

の
手
続
き
は
県
に
代
わ
っ
て
市
が

行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

公
共
施
設
等
の
引
受
基
準

　
今
回
の
移
譲
に
伴
い
、
開
発
行

為
に
お
け
る
新
設
す
る
道
路
な
ど

の
公
共
施
設
の
引
受
基
準
の
見
直

し
を
行
い
ま
し
た
。

　
詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
都
市
計
画
課
計
画
係

　
☎（
55
）５
１
２
８

下
水
道
へ
の
早
期
接
続
を

お
願
い
し
ま
す

　
４
月
１
日
に
供
用
開
始
す
る
区

域
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
供
用
区
域
内
に
お
住
ま
い
の
方

は
、
下
水
道
に
接
続
す
る
工
事
を

さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

４
月
１
日
供
用
区
域

▽
二
本
松
処
理
区

　
茶
園
一
丁
目
の
一
部

　
　
…
約
１
・
９
ヘ
ク
タ
ー
ル

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
下
水
道
課
下
水
道
管
理
係

　
☎（
55
）５
１
３
８

生
活
道
路
舗
装
事
業
の

 

申
請
受
付

　
こ
の
事
業
は
、
道
路
を
利
用
さ

れ
る
皆
さ
ま
か
ら
一
定
の
負
担

（
分
担
金
）を
い
た
だ
い
て
、
市
が

管
理
す
る
道
路
の
う
ち
家
屋
に
通

ず
る
幅
員
２
ｍ
以
上
の
未
舗
装
道

路
を
舗
装
す
る
も
の
で
す
。

　
今
回
の
申
請
受
付
は
、
平
成
28

年
度
事
業
分
と
な
り
ま
す
。

分
担
金

認
定
市
道
・
農
道
・
林
道

 

…
事
業
費
の
う
ち
15
％

そ
の
他
の
公
衆
用
道
路

 

…
事
業
費
の
う
ち
50
％

申
請
方
法

　
事
業
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
地

元
行
政
区
長
の
同
意
を
得
た
上
で
、

申
請
書
を
９
月
末
日
ま
で
に
土
木

課（
市
役
所
２
階
）、
各
支
所
ま
た

は
各
住
民
セ
ン
タ
ー
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
土
木
課
監
理
係

　
☎（
55
）５
１
２
３

農
用
地
利
用
計
画

変
更
申
出
の
受
け
付
け

　
農
地
に
住
宅
や
駐
車
場
、
工
場

や
資
材
置
場
、
農
業
用
施
設
等
を

建
設
す
る
場
合
、
農
用
地
利
用
計

画
の
変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
市
で
は
、
年
３
回
の
変
更
申
出

（
除
外
、編
入
、用
途
区
分
の
変
更
）

の
受
け
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

提
出
書
類（
正
副
各
２
部
）

※
副
本
は
コ
ピ
ー
可

① 

変
更
申
出
書（
様
式
は
農
政
課

お
よ
び
各
支
所
産
業
建
設
課
で

受
け
取
る
か
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）

②
位
置
図（
住
宅
地
図
等
）

③
公
図
の
写
し（
縮
尺
を
記
入
）

④ 

登
記
事
項
証
明
書（
登
記
簿
謄

本
）の
写
し

⑤ 

土
地
利
用
計
画
図（
建
物
ま
た

は
施
設
等
の
面
積
、
位
置
お
よ

び
施
設
物
間
の
距
離
を
表
示
）

⑥ 

用
排
水
計
画
図（
取
水
お
よ
び

排
水
の
経
過
を
示
す
図
面
）

⑦ 

法
人
登
記
簿
謄
本
、
定
款（
事

業
計
画
者
が
法
人
の
場
合
）

⑧
そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料
等

申
出
締
め
切
り

　
５
月
末
、
９
月
末
、
１
月
末（
末

日
が
休
日
の
場
合
は
そ
の
前
日
）

の
年
３
回

受
付
時
間
　

　
午
前
８
時
30
分
〜

 

午
後
５
時
15
分

※
土
日
・
祝
日
を
除
く
。

提
出
場
所

　
農
政
課（
市
役
所
２
階
）ま
た
は

各
支
所
産
業
建
設
課

注
意
事
項

　
変
更
を
希
望
す
る
農
振
農
用
地

は
法
律
要
件（
農
振
法
第
13
条
第

２
項
）の
全
て
を
満
た
す
土
地
で
、

農
地
転
用
許
可
、
開
発
許
可
お
よ

び
建
築
確
認
が
得
ら
れ
る
場
合
に

限
ら
れ
る
た
め
、
変
更
申
出
を
さ

れ
て
も
全
て
が
認
可
さ
れ
る
と
は

限
り
ま
せ
ん
。

　
農
地
転
用
を
予
定
さ
れ
る
方
は
、

事
業
計
画
の
早
い
段
階
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
農
政
課
総
合
農
政
係

　
☎（
55
）５
１
１
６

消
防
団
春
季
検
閲

　
部
隊
訓
練
等
に
励
む
団
員
の
勇

姿
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
　
程
　
４
月
26
日（
日
）

▽
観
閲
　
午
前
９
時
00
分
〜

　
針
道
字
町
地
内

▽
式
典
・
訓
練（
観
閲
終
了
後
）

　
カ
ン
ト
リ
ー
パ
ー
ク
と
う
わ

※ 

雨
天
時
は
、
す
ぱ
ー
く
東
和
で

式
典
の
み
行
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
生
活
環
境
課
市
民
生
活
係

　
☎（
55
）５
１
０
２


